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新潟県観光振興条例（仮称）の基本的な仕組み






資料２





【前文】


本県の有するポテンシャル、特徴、観光産業の位置づけと観光立県に向けた県全体での取組を宣言





【目的】


観光立県を推進する基本的な考え方と方向性を明示





【理念】


・地域における創意工夫や自主的・主体的取組の尊重


・愛着のもてる、活力に満ちた地域社会の形成が重要との認識


・観光産業が経済を牽引する産業となることが重要との認識


・歴史、食、文化、自然などの地域の有する資源を活かした観光地づくり


・安全、安心で、旅行者が満足できるサービス・環境の提供





【それぞれの責務と役割】





観光事業者の役割


観光客の満足度向上、地場産業、県・市町村との連携等





市町村の役割


地域特性を活かした施策の実施　等





県の責務


総合的・計画的な施策の実施、市町村への支援　等





県民の役割


観光立県に対する理解と関心、当県観光情報の発信　等





観光関係団体の役割


観光客の誘致、情報発信、受入体制の改善・充実　等








【当県の目指すべき方向】


　●施策の基本方針




















　●施策の推進体制等

















　























○観光客の再訪の促進のための、満足度向上に向けた取組


○観光志向の多様化に対応した戦略的な観光施策の促進


○全ての人にやさしく魅力ある観光基盤づくりへの取組


○外客、コンベンションの誘致


○観光動向の調査・分析に基づく観光施策の展開





○観光立県の推進に関する行動計画の策定


・観光振興施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立県の実現に関する行動計画を定める。


○観光基盤の整備


　・交通利便性の確保や景観の向上のほか、街の魅力向上などを図るため、交通インフラの整備、機能充実や街並み整備などに関し必要な施策を講ずるよう努める。


○観光地の魅力向上のための取組


　・観光地におけるサービス等を評価し、公表することなどにより、来訪者に対して良質なサービスが提供されるよう努めるとともに、必要に応じ関係者に対して助言、要請を行う。


○財政上の措置


　・観光振興施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。














【施行期日】　平成２１年１月１日（２００９新潟県大観光交流年スタート）








【委　　任】　条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は知事が定める。








